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家畜の衛生と防疫 （２月７日発行）

鶏伝染性喉頭気管炎（ILT）は鶏の急性呼吸器感染症で、鶏種
や日齢を問わず、全ての鶏が感受性を有しています。感染鶏の発症率
は非常に高く、死亡率は通常5～30％であると言われています。
主な症状としては以下のものが挙げられます。

①開口呼吸や奇声等の呼吸器症状
②産卵率の低下
③血痰
④突然死

本症の原因となるILTウイルスは、回復後も無症状のまま神経に潜
伏感染する場合があり、ストレス（新規導入鶏との同居、産卵や強制
換羽など）が引き金となって、再発する場合があります。

ILTウイルスは、発症鶏の血痰などで汚染された器具、飼料、車両、
衣服や人体などを介して間接的に伝播します。そのため予防法として
は、人や器具、車両の消毒など、飼養衛生管理基準の遵守の徹底や、
ワクチン接種が有効です。ワクチン接種については、発生後にワク
チンを接種する緊急接種法でも、被害を最小限に止めることが可能な
場合があります。

家きんに異状を発見した場合は、
遅滞なく家畜保健衛生所に通報を！

ILT発生地域
（平成30年～令和2年次）

また、「熊本県鶏伝染性喉頭気管炎防疫対
策要領（平成20年12月12日制定）」によ
り、農場において鶏伝染性喉頭気管炎ワクチ
ンを接種する場合やワクチン接種鶏を導入す
る場合は、農場における留意点の遵守と2週
間前に家畜保健衛生所へ届出が必要です。
詳しくは管轄の家畜保健衛生所へご相談くだ
さい。



病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

韓国（１０件）
家きん（産卵鶏、

種アヒル、肉用アヒル）
令和3年12月2３日～令和4年1月26日

韓国（３件） 野鳥 令和3年12月6日、12月22日

香港 家きん 令和3年12月16日

H5N2 台湾（4件） 家きん 令和4年1月13日

韓国 野生イノシシ 令和3年12月30日

ロシア 豚 令和4年1月12日

口蹄疫

（FMD）
O型 中国 ヤク 令和3年10月27日

　令和４年(202２年)2月1日現在

アフリカ豚熱

（ＡＳＦ）

H5N1高病原性

鳥インフルエンザ

（HPAI）

豚熱及び高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う疫学調査において、

農場敷地内で家畜及び家きんの死体を堆肥化していた事例が複数
確認されています。家畜及び家きんの死体を堆肥舎などに放置するこ
とは、農場内へ野生動物を呼び寄せ、病原体を侵入または拡散させる
ことにつながります。家畜及び家きんの死体については、適正な処理
をしていただくよう、よろしくお願いいたします。

毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」です。畜舎の一斉消毒をしましょう！！

農場における死亡した家畜の適正な処理について

まだ寒い日が多く、朝は車の霜取りから始まります。早く温かい日が来て欲し
いですね、、（S.K）

折々の所感

獣畜（牛・馬・豚・めん羊・山羊）及び鳥類の肉・皮・骨
及び臓器などを原料とする肥料などの製造は化製場以外の施設
で行ってはならないとされています。また、死亡獣畜取扱場以

外の施設や区域で、死亡獣畜を解体、埋却、焼却してはなら
ないとされています。

畜産農業に係る動物の死体は産業廃棄物と定められており、
処分などを行う場合は、同法に従って適正に行わなければなり
ません。

産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

化製場などに関する法律（化製場法）

必要な許可を取得していない施設で家畜及び家きんの死体を
堆肥化することは、化製場法や廃棄物処理法違反が疑われる
行為でもあります。

近隣諸国における海外悪性伝染病発生状況


